
 

 

  

 

２．にぎわい創出に向けた南北で連携した取組み 

■第 11 回にぎわい検討部会で出された主なご意見 

・MINANO と連携した取組みは、すぐにでも進められると良い。 

・分倍河原の居酒屋はにぎわっているが、にぎわいづくりが各店舗における 

取組みに委ねられている。若手の居酒屋の方同士が顔見知りとなり、取組み

の体制づくりができると良い。 

・にぎわいづくりの検討を進めていることについて、知ってもらうことも重要

である。当会のにぎわいづくりに向けた検討状況を知っていただき、参加を

検討していただけるように、アンケート調査等を実施することも考えられる。 

・まずは、一緒に取組みを進める方を呼び込む必要がある。具体的な取組みを

商店会等で企画し、一緒に取り組む方を募集すると効果的ではないか。 

 

３．歩行者の安全性確保に向けた取組み 

▲現在７.５ｍの道路を 

１２ｍに拡幅を予定 

１．にぎわい検討部会での検討状況 

・今年度は、主に、にぎわい創出に向けた南北で連携

した取組、歩行者の安全性確保に向けた取組の２点

をテーマとし、検討しました。 

・上記２点のテーマは、来年度も継続して検討しま

す。 

■検討経過 

にぎわい検討部会の報告について 

にぎわい検討部会の様子 

・にぎわいに係る当地区の現況・課題について 

・にぎわいづくりと今後の検討体制について（今後の進め方の確認） 

R6.3.15 第２１回協議会全体会 

R6.7.8 第６回にぎわい検討部会 

Ｒ
５
年
度 

Ｒ
６
年
度 

・にぎわいに係る当地区の現況・課題について② 

・事務局から参考事例の紹介 

R6.9.11 第７回にぎわい検討部会 

・分倍河原のポテンシャルや課題の整理 

R6.12.19 第８回にぎわい検討部会 

Ｒ
７
年
度 

・歩行者の安全性確保に向けた検討（自転車の押し歩き、荷捌き車両

の通行について） 

・短期的・中期的・長期的に考えられる取組みについて整理 

・取組みを進めるために部会で検討すべきことの整理 

R7.6.30 第９回にぎわい検討部会 

・具体的に進めていく取組み（商店街と MINANO との連携） 

・歩行者の安全性確保に向けた検討②（自転車の押し歩き、荷捌き車

両の通行について） 

R7.9.18 第 10 回にぎわい検討部会 

・にぎわい創出の取組みに向けたアンケート調査（案） 

・来年度に予定している歩行者の安全性確保に向けた取組み 

 

R8.2.3 第 11 回にぎわい検討部会 

Ｒ
８
年
度 

次の２つのテーマを中心に継続して検討 

 
にぎわい創出に向けた 
南北で連携した取組み 

歩行者の安全性の確保 
に向けた取組み 

（参考）MINANO のクラフトビールづくり 

MINANO におけるホップ収穫の様子 

来年度は、取組みを共に進める方を探し、にぎわいづくりの取組実施を見据えた体制づくりを進めます。 

分倍河原駅 

自転車の走行は、 
市道 4-139 号へ 
（髙安寺西側） 

※R４整備済 

自転車の走行は、 
分梅通りへ 

来年度の取組み① 

⇒商店会等と協議し、荷捌き車両の利用

時間帯の設定を試行的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度の取組み② 

⇒駅前・こ線橋において、自転車の押し

歩きを試行的に実施します。 

※整備後の駅前・こ線橋（溜まり空間・

南北自由通路）は、歩行者専用道路と

して位置付けるため、自転車は押し歩

きとなる予定です。 

※地区の外周道路（市道 4-139 号）は

自転車が安全に通行できるよう整備

します。（分梅通りは R４整備済） 

 

来年度は、商店会と連携しながら、試行的に取組みも実施し、安全な歩行者環境に向けた協議を継続していきます。 

資料２ 


